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住
民
税
か
ら
も
住
宅 

 

ロ
ー
ン
控
除
が
可
能

 
上
場
株
式
な
ど
の
軽
減

 
税
率
を
３
年
間
延
長

 

要
介
護
等
高
齢
者
は
、 

税
法
上
の

 

障
害
者
控
除
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

1

2

3
　

平
成
21
年
度
税
制
改
正
で
、
所
得
税
か

ら
控
除
さ
れ
な
か
っ
た
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

額
を
個
人
住
民
税
か
ら
控
除
す
る
制
度
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
と
は
、
居
住

者
が
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
マ
イ

ホ
ー
ム
を
新
築
、
取
得
、
ま
た
は
増
改
築

な
ど
を
し
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
と

き
は
、
そ
の
住
宅
の
取
得
等
の
た
め
の
借

入
金
等
の
年
末
残
高
の
合
計
額
を
基
と
し

て
計
算
し
た
金
額
を
、
居
住
の
用
に
供
し

た
年
以
降
の
各
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
控

除
す
る
も
の
で
す
。

　

住
民
税
で
は
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
の
適
用
が
あ
る
も
の
で
所
得
税
か
ら
控

除
し
き
れ
な
か
っ
た
当
該
控
除
額
に
つ
い

て
、
最
高
額
９
万
７
５
０
０
円
を
限
度
に

控
除
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
19
年
１
月
１
日
か
ら
平

成
20
年
12
月
31
日
ま
で
の
期
間
に
住
宅
の

取
得
な
ど
を
し
た
方
は
除
き
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
税
額
控
除
に
つ
い
て
は
、

平
成
21
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
改
め
て

市
役
所
へ
申
告
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま

し
た
。（
平
成
11
年
１
月
１
日
〜
平
成
18

年
12
月
31
日
の
居
住
開
始
者
は
、
市
役
所

に
別
途
申
告
す
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。）

平
成
20
年
分
ま
で
と
同
様
に
、
上
場

株
式
な
ど
の
配
当
所
得
と
譲
渡
所
得
な
ど

に
つ
い
て
、
金
額
に
関
係
な
く
軽
減
税
率

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
軽
減

措
置
は
平
成
21
年
分
か
ら
平
成
23
年
分
ま

税に関する
お 知 ら せ

　

障
害
者
控
除
と
は
、　

所
得
を
申
告
す

る
際
、本
人
ま
た
は
扶
養
親
族
が
障
害
者
・

特
別
障
害
者
に
該
当
す
る
場
合
、
一
定
金

額
を
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。

　

控
除
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、
必
ず
し
も

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と

が
条
件
で
は
な
く
、
介
護
を
必
要
と
す

る
高
齢
者
で
も
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
、
市
の
認
定
が
必
要
で
す

対象者
所得税
控除額

住民税
控除額

障害者

控　除

身体障害者手帳３～６級
療育手帳 B・C
精神障害者保健福祉手帳２・３級

２７万円 ２６万円

特別障害

者控除

身体障害者手帳１・２級
療育手帳 A以上
精神障害者保健福祉手帳１級

４０万円 ３０万円

の
で
、介
護
保
険
室
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

１　

対
象
に
な
る
方

　
「
65
歳
以
上
の
方
で
、
心
身
の
障
害
の

程
度
が
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を

　

問
い
合
わ
せ
先

　

1

・
2 

税
の
申
告
や
控
除
に
つ
い
て

　

 

○
市
税
に
関
す
る
こ
と

　
　

･･･

税
務
課
☎
内
線
１
１
２
９

　

 

○
所
得
税
に
関
す
る
こ
と

　
　

･･･

土
浦
税
務
署
☎
０
２
９
（
８
２
２
）
１
１
０
０

　

3 

障
害
者
控
除
の
申
請
・
認
定
に
つ
い
て

　

○
長
寿
福
祉
課
介
護
保
険
室
☎
内
線
１
１
７
６

税
申
告
�
役
立
�
制
度
�
紹
介

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
や
、
上
場
株
式
な
ど
の
軽
減
税
率
、
介
護
を
必
要
と
す
る
方

の
障
害
者
控
除
適
用
な
ど
、
覚
え
て
お
く
と
役
立
つ
制
度
を
紹
介
し
ま
す
。

受
け
て
い
る
方
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
と

市
か
ら
認
め
ら
れ
た
方
」
で
す
。

２　

認
定
の
基
準

　

介
護
保
険
の
認
定
に
も
使
用
し
て
い
る

主
治
医
意
見
書
の
判
定
基
準
を
基
に
判
断

し
ま
す
。

３　

申
請
か
ら
認
定
書
交
付
ま
で
の
流
れ

　

長
寿
福
祉
課
介
護
保
険
室
に
「
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
申
請
書
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
（
郵
送
で
も
可
）。
申
請
書
は
、

長
寿
福
祉
課
・
霞
ケ
浦
窓
口
セ
ン
タ
ー
・

各
出
張
所
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　

認
定
の
結
果
は
、「
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
」
ま
た
は
「
障
害
者
控
除
対
象

者
非
該
当
通
知
書
」を
郵
送
し
ま
す
。（
即

日
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。）

《
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
》

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
も
、
必
ず

し
も
障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
平
成
21
年
分
の
所
得
の
申
告
な
ど
で
障

害
者
控
除
を
受
け
る
場
合
、
障
害
者
控
除

対
象
の
基
準
日
が
「
平
成
21
年
12
月
31
日
」

に
な
り
ま
す
の
で
、
12
月
28
日
（
月
）
ま

で
に
認
定
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
「
障
害
者
手
帳
な
ど
で
控
除
を

受
け
る
方
」
は
、
こ
の
申
請
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、「
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が

非
課
税
に
な
る
方
」
は
、
税
額
が
出
な
い

た
め
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

障害者手帳所持者の所得控除区分

障害区分 判定基準 認定
所得税
控除額

住民税
控除額

障害者

控　除

認知症高齢者の日常生活自立度が
Ⅱ a、Ⅱ bの方

知的障害者（軽度・

中度）に準ずる
２７万円 ２６万円

障害高齢者の日常生活自立度がＢ
の方

身体障害者（3 ～ 6

級）に準ずる

特別障害

者控除

認知症高齢者の日常生活自立度が
Ⅲ a、Ⅲ b、Ⅳ、Ｍの方

知的障害者（重度）

に準ずる
４０万円 ３０万円

障害高齢者の日常生活自立度がＣ
の方

身体障害者（1 ～ 2

級）に準ずる

介護を必要とする高齢者の所得控除対象判定基準

●新築住宅の一部で
　税額を2分の1減額

年 平成20年分 平成21年分 平成22年分 平成23年分 平成24年分

税率
10％

■所得税７%
■住民税３%

10％
■所得税７%
■住民税３%

20％
■所得税15%
■住民税　５%

で
（
課
税
年
度
は
平

成
22
年
度
か
ら
平
成

24
年
度
ま
で
）
の
３

年
間
講
じ
る
こ
と
と

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
特
別
徴

収
さ
れ
る
配
当
割
と

株
式
等
譲
渡
所
得
割

の
軽
減
税
率
に
つ
い

て
も
、
平
成
21
年
お

よ
び
平
成
22
年
の
２

年
間
の
措
置
で
あ
っ

た
も
の
を
１
年
間
延

長
し
て
、
平
成
23
年

ま
で
の
３
年
間
の
措

置
と
さ
れ
ま
し
た
。

上場株式などの軽減税率の推移

●「定額給付金」は
　非課税

● e-Tax を利用した申告の所得税額控除が
　平成22年分の申告まで延長適用

●介護保険料の社会保険料控除

　 　平成 22 年 3 月 31 日までに新築さ
れた住宅で一定の要件に該当する場
合は、120 ㎡までの部分に係る固定
資産税が一般の住宅で 3年間 2分の
1減額されます。
　詳しくは、固定資産税係まで。

　世帯主を受給権者と
して支給をした「定額給
付金」は、所得税、住
民税ともに課税の対象
とはなりませんので、申
告の必要はありません。

　住民基本台帳カードなどで電子証明書を持つ個人
が、その年分の所得税の確定申告書の提出を、提出
期間内に e-Tax を利用して行う場合に、所得税額か
ら最高 5,000 円 ( その年分の所得税額を限度 ) を控
除するものです。 平成 19 年分から 20 年分申告まで
の適用が 2年間延長されました。（適用は 1回限り）

　その年中に支払った介護保険料は、社会保険料控除と
して所得税や住民税の課税対象の所得から差し引くこと
ができます。生計を一にする配偶者や親族の介護保険料
を納付書で納付された場合は、負担した方の社会保険料
控除とすることができます。ただし、年金から天引きさ
れる介護保険料は、本人以外の控除とすることはできま
せん。

役
立
つ
制
度

　
　
　
　

プ
ラ
ス

賢く制度を
利用しよう！


